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亀山市消防本部消防職員委員会に関する規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

  令和８年２月２５日 

 亀山市長  櫻 井 義 之  

亀山市規則第２号 

  

亀山市消防本部消防職員委員会に関する規則の一部を改正する規則 

  

亀山市消防本部消防職員委員会に関する規則（平成１７年亀山市規則第１０９号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲

げる規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（委員会の会議及び議事等） （委員会の会議及び議事等） 

第９条 委員会の会議は、毎年度１回

以上開催する。 

第９条 委員会の会議は、毎年度の前

半に１回開催することを常例とする

とともに、必要に応じ、開催する。 

２～７ ［略］ ２～７ ［略］ 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 


